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静岡県建築設計等委託料
算定基準の改定

交通基盤部建築管理局建築企画課

１. はじめに（経緯）

２. 静岡県建築設計等委託料算定基準の改定について

次第

１.はじめに（経緯）

☑令和６年１月９日
　これまでの報酬基準（H31国交省告示第98号）が廃止され、「建

築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる
報酬の基準（Ｒ６国交省告示第８号）」が制定される。　　　
　⇒以下、「新告示」という。

県の「建築設計等委託料算定基準」を改定し、
令和６年10月１日から適用する。　　⇒以下、「県基準」という。

☑同日

　国が発注する設計業務の委託料算定基準「官公庁施設の設計
業務等積算基準」が改定される。
　⇒以下、「国基準」という。
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１.はじめに（経緯）

☑各市町の新基準適用状況
　

適用日 市町名

令和６年１月９日 森町

令和６年10月１日

河津町、熱海市、伊東市、沼津市、三島市、
御殿場市、裾野市、伊豆の国市、清水町、
長泉町、小山町、静岡市、藤枝市、島田市、

御前崎市、牧之原市、掛川市、袋井市、菊川市、
浜松市、湖西市

令和７年４月１日 西伊豆町、富士市、焼津市、磐田市

※上記の表に記載のない市町については、直接市町窓口へ御確認ください。

　

１-２.改定のポイント

■　国土交通省告示第８号　（新告示）
　○戸建住宅を含む略算方法の見直し
　○難易度による補正方法の見直し
　○複合建築物に係る業務量算定方法の見直し
　○省エネ基準への適合の全面義務化への対応

■　官庁施設の設計業務等積算基準　（国基準）
    　官庁施設の設計業務等積算要領
　○業務報酬基準（告示８号）の改正を反映
　○改修設計業務の業務量の算定方法の見直し
　○業務細分率の区分や追加業務の業務量算定方法の見直し
　○各算定方式の係数の見直し
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静岡県建築設計等委託料算定基準新旧対照表Ｐ.６、15、16、21参照

２-１.主な改定点（略算方法の見直し）

(1)新築設計・工事監理

☑国基準にあわせ、算定式の係数（a,b)を見直した。
　第一号から三号、第四号第１類、第四号第２類（床面積の合計が20,000㎡未満又は
30,000㎡を超える場合）、第五号、第六号（床面積の合計が20,000㎡未満又は30,000㎡
を超える場合）又は第七号から第十二号は以下の算定式により算定。 

　
　　Ａ（業務人・時間数）＝a×Ｓ（床面積の合計）＾ｂ　

☑国基準にあわせ、算定式を追加した。
　第四号第２類（床面積の合計が20,000㎡以上又は30,000㎡以下の場合）又は第六号

（床面積の合計が20,000㎡以上又は30,000㎡以下の場合） は、以下の算定式により算
定。

　
　　Ａ（業務人・時間数）＝a×Ｓ（床面積の合計）＋ｂ　

静岡県建築設計等委託料算定基準新旧対照表Ｐ. ６、２０参照

２-２.主な改定点（戸建住宅における略算方法の見直し）

(２-１)戸建住宅の算定方法の見直し
改定後 従前

建築物の類型

建築物の用途等

建築物の類型

建築物の用途等

第１類
（標準的なもの）

第２類
（複雑な設計等を必
要とするもの）

第１類
（標準的なもの）

第２類
（複雑な設計等を必
要とするもの）

第十三号
戸建住宅
（詳細設計及び構造計算を必要とす
るもの）

戸建住宅 －

第十三号
戸建住宅

戸建住宅等
（木造で詳細設計を
要するもの）

戸建住宅等
（木造で詳細設計
及び構造計算を要
するもの）

第十四号

戸建住宅
（詳細設計を必要とするもの）

戸建住宅 －

第十五号
その他の戸建住宅 戸建住宅 －
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２-２.主な改定点（戸建住宅における略算方法の見直し）

(２-２)戸建住宅の算定方法の見直し

静岡県建築設計等委託料算定基準新旧対照表Ｐ.９、18参照

２-３.主な改定点（追加業務の業務量算定方法の見直し）

(1)新築設計・工事監理

☑国基準にあわせ、追加業務に係る業務人・時間数の算定式の係数
を見直した。

（積算業務の業務人・時間数）＝（実施設計に係る業務人・時間数）×０．２０

（積算業務の業務人・時間数）＝（実施設計に係る業務人・時間数）×０．２５

●建築工事監理

（業務人・時間数）＝０.０３９３×（工事監理業務に係る業務人・時間数）＾０．８７１８

●設備工事監理

（業務人・時間数）＝（工事監理業務に係る業務人・時間数）×０．００８ 

（業務人・時間数）＝（工事監理業務に係る業務人・時間数）×０．０２ 

●新築設計
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静岡県建築設計等委託料算定基準新旧対照表Ｐ.11、14参照

２-７.主な改定点（改修設計業務の業務量の算定方法の見直し）

(２)改修・解体設計

☑国基準にあわせ、図面１枚の所要工数における係数を見直した。

建築改修・解体工事   所要工数＝12.540×（複雑度）

設備改修工事 　所要工数＝ 9.357×（複雑度）

建築改修・解体工事   所要工数＝13.567×（複雑度）

設備改修工事   所要工数＝10.233×（複雑度）

静岡県建築設計等委託料算定基準新旧対照表Ｐ.14参照

２-８.主な改定点（改修設計業務の業務量の算定方法の見直し）

(２)改修・解体設計

（積算業務に係る業務人・時間数）＝０．８８７２×（実施設計に係る業務人・時間数）＾０．７９６

（積算業務に係る業務人・時間数）＝（実施設計に係る業務人・時間数）×０．２１ 

☑国基準にあわせ、追加業務に係る業務人・時間数の算定式を見
直した。
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静岡県建築設計等委託料算定基準新旧対照表Ｐ.７、８、17参照

２-１０.主な改定点（難易度による補正方法の見直し）

(３)難易度係数の見直し

☑新告示に合わせ、難易度係数を見直した。

改定後 現行

建築物又はその敷地等が次の項目のいずれ
かに該当する場合は、総合設計、構造設計
又は設備設計に係る業務量について、別表２
に掲げる建築物の類型ごとに、それぞれに掲
げる倍数により当該設計業務に係る業務量
を補正するものとする。ただし、各表において、
複数該当する場合は、該当する全ての難易
度係数を業務人・時間数に乗じることとする。 
なお、その適用にあたっては補正の対象建築
物である旨を設計契約図書等に明示するも
のとする。 

建築物又はその敷地等が次の項目のいず
れかに該当する場合は、総合設計、構造設
計又は設備設計に係る業務量について、（追
加）、それぞれに掲げる倍数により当該設計
業務に係る業務量を補正するものとする。た
だし、各表において、複数該当する場合は、
最も適切な難易度係数一つを採用する。 
なお、その適用にあたっては補正の対象建
築物である旨を設計契約図書等に明示する
ものとする。 
 

静岡県建築設計等委託料算定基準新旧対照表Ｐ.８、18参照

２-１１.主な改定点（複合建築物に係る業務料算定方法の見直し）

(４)複合化係数の追加（新築・工事監理のみ）

☑新基準に合わせ、複合化係数を追加した。
　異なる２以上の用途に供する建築物で、別表２に掲げる建築物の類型のうち
複数に該当するものに係る業務人・時間数は、各用途の床面積から算定した業
務人・時間数を合算し、以下に掲げる係数（以下、「複合化係数」）を乗じることに
より算定する。ただし、主たる用途が明らかである場合は、主たる用途の単一用
途とみなして業務人・時間数を算定する。 

複合化係数 総合 構造 設備

設計 1.06 0.91 1.07

工事監理等 1.05 0.89 0.92
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静岡県建築設計等委託料算定基準新旧対照表Ｐ.４、19参照

２-12.主な改定点

(５)技師（C）区分の見直し

☑新基準に合わせ、別表１「技術者の階級及び資格基準等」における
技師（Ｃ）の建築士等の資格・業務経験等による区分を見直した。
　 

階級 改定後 現行

技師（Ｃ） 一級建築士として２年、または二級建築
士として７年の建築に関する業務経験
のあるもの、及び大学卒業後７年以上
相当の能力のあるもの。 

一級建築士取得後３年未満、または
二級建築士取得後５年以上８年未満
の業務経験のあるもの、及び大学卒
業後５年以上相当の能力のあるもの。

18

ご清聴ありがとうございました。


